
87◆自治体法務研究 2015・冬

本
稿
に
お
い
て
は
、
空
家
対
策
特
措
法
の
概
要
と

と
も
に
、
平
成
27
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
議
論
と

な
っ
た
固
定
資
産
税
等
の
住
宅
用
地
特
例
の
扱
い
に

つ
い
て
説
明
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
文
中
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
私
見
で
あ
る

の
で
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。

２　

空
家
対
策
特
措
法
の
概
要
【
資
料
１
】

空
家
対
策
特
措
法
は
、
適
切
な
管
理
が
行
わ
れ
て

い
な
い
空
家
等
が
地
域
住
民
の
生
活
環
境
に
深
刻
な

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
空
家
等
に
関

す
る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
、
①
国
土

交
通
大
臣
及
び
総
務
大
臣
は
、
空
家
等
に
関
す
る
施

策
の
基
本
指
針
を
定
め
、
市
町
村
は
、
基
本
指
針
に

即
し
て
空
家
等
対
策
計
画
を
定
め
る
こ
と
、
②
市
町

村
長
は
、
固
定
資
産
税
の
課
税
等
の
た
め
に
保
有
す

る
空
家
等
の
所
有
者
等
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
、

１　

は
じ
め
に

近
年
、地
域
に
お
け
る
人
口
減
少
や
既
存
の
住
宅
・

建
築
物
の
老
朽
化
、
社
会
的
ニ
ー
ズ
の
変
化
及
び
産

業
構
造
の
変
化
等
に
伴
い
、
居
住
そ
の
他
の
使
用
が

な
さ
れ
て
い
な
い
空
き
家
が
年
々
増
加
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
空
き
家
の
中
に
は
、
適
切
な
管
理
が
行

わ
れ
て
い
な
い
結
果
と
し
て
、
安
全
性
の
低
下
、
公

衆
衛
生
の
悪
化
、
景
観
の
阻
害
等
多
岐
に
わ
た
る
問

題
を
生
じ
さ
せ
、
ひ
い
て
は
地
域
住
民
の
生
活
環
境

に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
今

後
、
空
き
家
の
数
が
増
加
す
れ
ば
、
そ
れ
が
も
た
ら

す
問
題
が
一
層
深
刻
化
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
、
全

国
的
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
、
空
家
等
対
策
の
推
進
に

関
す
る
特
別
措
置
法（
平
成
26
年
法
律
第
１
２
７
号
。

以
下
「
空
家
対
策
特
措
法
」
と
い
う
。）
が
平
成
26

年
11
月
の
臨
時
国
会
で
成
立
し
、
平
成
27
年
２
月
26

日
か
ら
一
部
施
行
、
同
年
５
月
26
日
か
ら
完
全
施
行

さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

平
成
27
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、
空
家
対
策
特

措
法
の
規
定
に
よ
る
必
要
な
措
置
の
勧
告
の
対
象
と

な
っ
た
特
定
空
家
等
に
係
る
土
地
を
住
宅
用
地
特
例

の
対
象
か
ら
除
外
す
る
措
置
が
創
設
さ
れ
、
空
家
対

策
特
措
法
の
施
行
に
伴
う
改
正
地
方
税
法
の
施
行
に

併
せ
、
総
務
省
か
ら
「
空
家
法
の
施
行
に
伴
う
改
正

地
方
税
法
の
施
行
に
つ
い
て
」（
平
成
27
年
５
月
26

日
総
税
固
第
41
号
。
以
下
「
施
行
通
知
」
と
い
う
。）

等
が
技
術
的
助
言
と
し
て
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。

行
政
通
知
の
読
み
方
・
使
い
方

連
載

第
２
回
連
載

第
２
回

解
説
・

後
藤
　
崇
文
総
務
省
自
治
税
務
局
固
定
資
産
税
課

土
地
税
制
係
長

（

）

この連載では、自治体法務に
かかわる行政通知を取り上
げ、通知の発出元に、発出の
背景や読み方、使い方などを
解説していただきます。

空
家
法
の
施
行
に
伴
う
改
正
地
方
税
法
の
施
行
に
つ
い
て

平
成
27
年
５
月
26
日
総
税
固
第
41
号　

各
都
道
府
県
総
務
部
長
、

東
京
都
総
務
・
主
税
局
長
宛　

総
務
省
自
治
税
務
局
固
定
資
産
税

課
長
通
知

①

）

（
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内
部
で
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
③
市
町
村

長
は
、
著
し
く
保
安
上
危
険
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る

な
ど
、
放
置
す
る
こ
と
が
不
適
切
な
状
態
に
あ
る
空

家
等
の
所
有
者
等
に
対
し
、
除
却
、
修
繕
等
の
措
置

を
と
る
よ
う
助
言
又
は
指
導
、
勧
告
、
命
令
が
で
き

る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、

職
員
等
に
空
家
等
の
立
入
調
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
、
④
所
有
者
等
が
命
令
を
履
行
し
な
い
と

き
又
は
命
ず
べ
き
所
有
者
等
が
不
明
の
と
き
は
、
行

政
代
執
行
が
で
き
る
こ
と
、⑤
国
及
び
都
道
府
県
は
、

市
町
村
が
行
う
空
家
等
に
関
す
る
対
策
の
実
施
に
要

す
る
費
用
に
対
す
る
補
助
、
地
方
交
付
税
制
度
の
拡

充
等
の
措
置
を
講
じ
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、

そ
の
ほ
か
必
要
な
税
制
上
の
措
置
等
を
講
ず
る
こ

と
、
と
さ
れ
て
い
る
。

３　

固
定
資
産
税
等
の
住
宅
用
地
特
例

（
１
）
住
宅
用
地
に
対
す
る
課
税
標
準
の
特
例

【
資
料
２
】

住
宅
用
地
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
住
宅
政
策
上

の
見
地
か
ら
税
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
固
定
資

産
税
等
の
課
税
標
準
の
特
例
（
以
下
「
住
宅
用
地
特

例
」
と
い
う
。）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

現
行
の
特
例
措
置
は
、
住
宅
の
敷
地
２
０
０
㎡
以

下
の
部
分
を
小
規
模
住
宅
用
地
と
し
て
、
課
税
標
準

額
を
価
格
の
６
分
の
１
と
さ
れ
、
住
宅
の
敷
地
２
０
０

㎡
を
超
え
る
部
分
を
、
家
屋
の
床
面
積
の
10
倍
ま
で

と
い
う
制
限
の
も
と
、
一
般
住
宅
用
地
と
し
て
課
税

標
準
額
を
価
格
の
３
分
の
１
と
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
住
宅
用
地
の
意
義
【
資
料
３
】

住
宅
用
地
特
例
の
適
用
を
受
け
る
住
宅
用
地
と

は
、「
専
ら
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
家
屋
又
は
そ

の
一
部
を
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
家
屋
で
政
令
で

定
め
る
も
の
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
で

政
令
で
定
め
る
も
の
」（
地
方
税
法
第
３
４
９
条
の

３
の
２
①
）
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、「
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
と
は
、
特

定
の
者
が
継
続
し
て
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
い

う
」
も
の
で
あ
り
、「
賦
課
期
日
に
お
い
て
現
に
人

資料１　空家対策特措法
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資料２　固定資産税の住宅用地特例

資料３　住宅の概念
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が
居
住
し
て
い
な
い
家
屋
に
つ
い
て
は
、
当
該
家
屋

が
構
造
上
住
宅
と
認
め
ら
れ
、か
つ
、当
該
家
屋
（
併

用
住
宅
に
あ
っ
て
は
、
当
該
家
屋
の
う
ち
居
住
部
分

と
す
る
。）
が
居
住
以
外
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
住
宅
と
す
る
」

と
さ
れ
て
い
る
。（
平
成
９
年
４
月
１
日
自
治
固
第

13
号
中
一
（
３
）
及
び
（
４
））

こ
の
点
、
長
年
不
使
用
の
空
き
家
の
課
税
上
の
取

扱
い
に
つ
い
て
は
、「
当
該
家
屋
が
か
つ
て
住
宅
で

あ
っ
た
場
合
で
も
、
住
宅
と
し
て
の
必
要
な
維
持
管

理
が
な
さ
れ
ず
、空
き
家
の
ま
ま
長
期
間
放
置
さ
れ
、

使
用
の
見
込
み
の
な
い
よ
う
な
場
合
は
、
住
宅
用
地

の
特
例
の
適
用
は
な
い
」
と
解
さ
れ
て
お
り
、ま
た
、

上
記
通
知
の
「
賦
課
期
日
に
お
い
て
現
に
人
が
居
住

し
て
い
な
い
家
屋
に
つ
い
て
は
、・
・
・
当
該
家
屋

が
居
住
以
外
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
で
な
い
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
は
、
住
宅
と
す
る
」
と
は
、「
入
居

す
る
人
が
い
ま
だ
い
な
い
賃
貸
住
宅
や
転
勤
で
一
時

的
に
空
き
家
に
な
っ
て
い
る
住
宅
の
敷
地
に
つ
い
て

住
宅
用
地
の
特
例
を
講
じ
よ
う
と
す
る
趣
旨
で
あ

り
、
同
通
知
一
（
３
）
に
お
い
て
も
「
人
の
居
住
の

用
に
供
す
る
と
は
、
特
定
の
者
が
継
続
し
て
居
住
の

用
に
供
す
る
こ
と
を
い
う
」
と
あ
る
よ
う
に
、
空
き

家
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
て
使
用
の
見
込
み
の
な
い
家

屋
に
ま
で
住
宅
用
地
の
特
例
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
」（
固
定
資
産
税
実
務
提
要
）と
解
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
住
宅
用
地
特
例
の
運
用
に

お
い
て
も
、
賦
課
期
日
に
お
け
る
家
屋
の
使
用
若
し

く
は
管
理
の
状
況
又
は
所
有
者
等
の
状
況
等
か
ら
客

観
的
に
み
て
、
当
該
家
屋
に
つ
い
て
、
構
造
上
住
宅

と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、
使
用
の
見
込
み
は
な
く
取

壊
し
を
予
定
し
て
い
る
場
合
又
は
居
住
の
用
に
供
す

る
た
め
に
必
要
な
管
理
を
怠
っ
て
い
る
場
合
等
で
今

後
人
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
る
見
込
み
が
な
い
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
住
宅
用
地
特
例
の
適
用
を
受

け
る
住
宅
用
地
に
係
る
住
宅
に
は
該
当
し
な
い
と
す

る
取
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
３
）
勧
告
が
さ
れ
た
特
定
空
家
等
と
住
宅
用

地
特
例
の
適
用
関
係
【
資
料
４
】

空
家
対
策
特
措
法
に
基
づ
く
勧
告
（
以
下
「
勧
告
」

と
い
う
。）
の
対
象
と
な
る
建
築
物
と
は
、「
建
築
基

準
法
第
２
条
第
１
号
の
「
建
築
物
」
と
同
義
で
あ
り
、

土
地
に
定
着
す
る
工
作
物
の
う
ち
、
屋
根
及
び
柱
又

は
壁
を
有
す
る
も
の
（
こ
れ
に
類
す
る
構
造
の
も
の

を
含
む
。）、
こ
れ
に
附
属
す
る
門
又
は
塀
等
」
と
さ

れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
固
定
資
産
税
に
お
け
る
課
税
客
体
で
あ

る
家
屋
の
意
義
は
、
不
動
産
登
記
法
に
お
け
る
建
物

の
意
義
と
同
じ
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
課
税
客
体

と
な
る
家
屋
と
は
、
登
記
簿
に
登
記
さ
れ
る
べ
き
建

物
を
い
う
も
の
で
あ
り
、
一
般
的
に
は
、
土
地
に
定

着
し
て
建
造
さ
れ
、
屋
根
及
び
周
壁
又
は
こ
れ
に
類

す
る
も
の
を
有
し
、
独
立
し
て
風
雨
を
し
の
ぎ
得
る

外
界
か
ら
遮
断
さ
れ
た
一
定
の
空
間
を
有
す
る
建
造

物
で
あ
り
、
居
住
、
作
業
、
貯
蔵
等
の
用
途
に
供
し

得
る
状
態
に
あ
る
も
の
を
い
う
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
ま
ず
は
、
勧
告
の
対
象
と
な
る
建
築

物
が
、
家
屋
の
三
要
件
（
土
地
定
着
性
、
外
気
分
断

性
、用
途
性
）
を
満
た
し
て
い
る
か
否
か
に
着
目
し
、

満
た
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
当
該
建
築
物
に
つ
い

て
は
固
定
資
産
税
の
課
税
客
体
で
は
な
い
。
こ
の
場

合
、
当
該
建
築
物
の
敷
地
に
つ
い
て
は
、
家
屋
の
敷

地
に
該
当
せ
ず
、
そ
も
そ
も
住
宅
用
地
特
例
の
適
用

対
象
と
は
な
ら
な
い
（
資
料
４
の
①
部
分
）。

次
に
、
勧
告
の
対
象
と
な
る
建
築
物
が
、
家
屋
の

要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
、
当
該
建
築
物
に
つ
い

て
居
住
の
用
に
供
す
る
家
屋
か
否
か
に
着
目
し
、
非

居
住
用
家
屋
で
あ
れ
ば
、「
居
住
の
用
に
供
す
る
」

も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
住
宅
用
地
特
例
の
適
用
対

象
と
は
な
ら
な
い
（
資
料
４
の
②
部
分
）。

最
後
に
、
勧
告
の
対
象
と
な
る
建
築
物
が
、
家
屋

の
要
件
を
満
た
し
、
か
つ
、
居
住
の
用
に
供
す
る
家

屋
で
あ
れ
ば
、
当
該
勧
告
に
よ
り
住
宅
用
地
特
例
の

適
用
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
資
料
４

の
③
部
分
）。

な
お
、
特
定
空
家
等
に
は
、
建
築
物
の
ほ
か
、
当

該
建
築
物
に
付
属
す
る
工
作
物
や
そ
の
敷
地
（
立
木

そ
の
他
の
土
地
に
定
着
す
る
も
の
を
含
む
。）
が
対

象
と
な
り
う
る
が
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

建
築
物
が
、
家
屋
の
要
件
を
満
た
し
、
か
つ
、
居
住
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の
用
に
供
す
る

家
屋
で
あ
っ
て

も
、
勧
告
に
よ

り
住
宅
用
地
特

例
の
適
用
対
象

か
ら
除
外
さ
れ

る
こ
と
と
な

る
。

４　

施
行
通
知
に
係
る
留
意
点

（
１
）
空
家
等
施
策
担
当
部
局
と
の
連
携

施
行
通
知
に
お
い
て
は
、「
２　

賦
課
期
日
に
お

い
て
、
勧
告
に
基
づ
く
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た

場
合
等
に
は
、
住
宅
用
地
特
例
が
適
用
除
外
さ
れ
な

い
こ
と
か
ら
、
空
き
家
担
当
部
局
と
も
十
分
連
携
を

図
る
必
要
が
あ
る
。」
と
さ
れ
て
い
る
。

固
定
資
産
税
は
、
賦
課
期
日
（
１
月
１
日
）
現
在

に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
固
定
資
産
に
課
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
住
宅
用
地
特
例
の
適
用
に
つ
い
て
も
賦

課
期
日
現
在
の
状
況
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
つ
ま

り
、
特
定
空
家
等
と
し
て
勧
告
を
受
け
た
場
合
で

あ
っ
て
も
、
賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
、
当
該
勧
告

に
基
づ
く
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
な
ど
特
定
空

家
等
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
引
き
続
き

住
宅
用
地
特
例
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
た
め
、
税
務
部
局
と
空
家
等
施
策
担
当
部
局

と
の
十
分
な
連
携
を
図
る
必
要
が
あ
り
、「「
特
定
空

家
等
に
対
す
る
措
置
」
に
関
す
る
適
切
な
実
施
を
図

る
た
め
に
必
要
な
指
針
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
に
つ
い

て
」
に
お
い
て
も
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
Ｐ
７
）

（
２
）
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
台
帳
等
）
の
整
備
と
関

係
部
局
へ
の
情
報
提
供

資料４　固定資産税の住宅用地特例の適用関係
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（
中
略
）

ま
た
、
特
定
空
家
等
に
対
す
る
措
置
に
係
る
事

務
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に
は
、
当
該
市
町
村

の
関
係
内
部
部
局
と
の
連
携
が
不
可
欠
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
空
家
等
施
策
担
当
部
局
は
、
必
要
に
応

じ
て
特
定
空
家
等
に
関
す
る
情
報
を
関
係
内
部
部

局
に
提
供
し
、
共
有
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
特

に
、
法
第
14
条
第
２
項
に
基
づ
き
勧
告
が
な
さ
れ

た
場
合
、
当
該
「
特
定
空
家
等
」
に
係
る
土
地
に

つ
い
て
は
、
固
定
資
産
税
等
の
い
わ
ゆ
る
住
宅
用

地
特
例
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
た

め
、
少
な
く
と
も
税
務
部
局
（
特
別
区
に
お
い
て

は
都
。
以
下
同
じ
。）
に
対
し
て
は
、
空
家
等
施

策
担
当
部
局
か
ら
常
に
「
特
定
空
家
等
」
に
係
る

最
新
情
報
を
提
供
し
、
税
務
部
局
の
事
務
に
支
障

を
来
す
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
。

（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
Ｐ
10
）

（
１
）
勧
告
の
実
施

（
中
略
）

市
町
村
長
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
特
定
空
家
等

の
建
物
部
分
と
そ
の
敷
地
の
い
ず
れ
か
が
当
該
勧

告
後
に
売
買
等
さ
れ
た
結
果
と
し
て
所
有
者
等
が

変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
当
該
勧
告
は
建

物
部
分
と
そ
の
敷
地
と
を
切
り
離
す
こ
と
な
く

「
特
定
空
家
等
」
の
所
有
者
等
に
対
し
て
講
じ
ら

れ
た
措
置
で
あ
り
、
売
買
等
に
よ
る
変
更
の
な

か
っ
た
所
有
者
等
に
対
す
る
効
力
は
引
き
続
き
存

続
す
る
こ
と
か
ら
、
建
物
部
分
又
は
そ
の
敷
地
の

所
有
者
等
の
い
ず
れ
か
が
当
該
勧
告
に
係
る
措
置

を
履
行
し
な
い
限
り
、
当
該
勧
告
に
伴
う
効
果
は

継
続
す
る
。

（
中
略
）

ま
た
、
市
町
村
長
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
後
に

「
特
定
空
家
等
」
が
売
買
等
に
よ
り
、
建
物
部
分

と
そ
の
敷
地
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
所
有
者
等
が
変

わ
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、
勧
告
の
効
力
が
失

わ
れ
る
た
め
、
本
来
元
の
所
有
者
等
に
よ
り
講
じ

ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
措
置
の
履
行
を
促
す
観
点

か
ら
、
新
た
に
当
該
「
特
定
空
家
等
」
の
所
有
者

等
と
な
っ
た
者
に
対
し
、
市
町
村
長
は
で
き
る
限

り
迅
速
に
、改
め
て
勧
告
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
際
、
勧
告
の
効
力
の
有
無
は
、
固
定
資
産
税

等
の
い
わ
ゆ
る
住
宅
用
地
特
例
の
適
用
関
係
に
影

響
を
与
え
る
た
め
、
税
務
部
局
と
も
十
分
連
携
を

図
る
必
要
が
あ
る
。

（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
Ｐ
18
）

８　

必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
場
合
の
対
応

特
定
空
家
等
の
所
有
者
等
が
、
助
言
若
し
く
は

指
導
、
勧
告
又
は
命
令
に
係
る
措
置
を
実
施
し
た

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
当
該
建
築
物
等
は

「
特
定
空
家
等
」
で
は
な
く
な
る
。
市
町
村
に
お

い
て
は
、
勧
告
又
は
命
令
を
し
て
い
る
場
合
に
は

当
該
勧
告
又
は
命
令
を
撤
回
す
る
と
と
も
に
、
当

該
建
築
物
が
特
定
空
家
等
で
な
く
な
っ
た
と
認
め

ら
れ
た
日
付
、
講
じ
ら
れ
た
措
置
の
内
容
等
を

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
記
録
し
、
速
や
か
に
関
係
内
部

部
局
に
情
報
提
供
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

特
に
税
務
部
局
に
対
し
て
は
、
勧
告
又
は
命
令

が
撤
回
さ
れ
た
場
合
、
固
定
資
産
税
等
の
い
わ
ゆ

る
住
宅
用
地
特
例
の
要
件
を
満
た
す
家
屋
の
敷
地

に
つ
い
て
は
、
当
該
特
例
の
適
用
対
象
と
な
る
こ

と
か
ら
、
可
能
な
限
り
速
や
か
に
そ
の
旨
を
情
報

提
供
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

（
以
下
略
）

（
２
）
特
定
空
家
等
と
し
て
勧
告
さ
れ
た
場
合

の
家
屋
の
扱
い

施
行
通
知
に
お
い
て
は
、「
３　

特
定
空
家
等
と

し
て
勧
告
さ
れ
た
場
合
、
当
該
特
定
空
家
等
に
係
る

家
屋
に
つ
い
て
、
当
該
勧
告
の
内
容
を
踏
ま
え
、「
地

方
税
法
第
三
四
九
条
の
三
の
二
の
規
定
に
お
け
る
住

宅
用
地
の
認
定
に
つ
い
て
」（
平
成
９
年
４
月
１
日

自
治
固
第
13
号
）
中
、「
一　

住
宅
の
認
定
」
を
参

考
に
、そ
の
現
況
を
十
分
確
認
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、

当
該
家
屋
の
用
途
や
損
耗
状
況
等
に
つ
い
て
も
確
認

す
る
こ
と
。」
と
さ
れ
て
い
る
。

当
該
家
屋
が
、
家
屋
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場

合
に
は
、
現
況
に
応
じ
た
課
税
を
行
う
こ
と
と
な
る

が
、
例
え
ば
、
保
安
上
危
険
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る

状
態
と
し
て
除
却
の
勧
告
を
受
け
た
特
定
空
家
等
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は
、
通
常
、
家
屋
の
要
件
を
欠
く
に
至
っ
て
い
る
場

合
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
勧
告
の
内
容

を
踏
ま
え
、
家
屋
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
は
課
税
対
象
と
し
な
い
こ
と
と
な
る
。

５　

お
わ
り
に

空
家
対
策
特
措
法
の
完
全
施
行
に
伴
い
、
今
後
、

地
方
団
体
に
お
い
て
同
法
に
基
づ
い
た
空
家
対
策
が

積
極
的
に
進
め
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

固
定
資
産
税
等
の
住
宅
用
地
特
例
の
適
用
対
象
と

な
る
土
地
や
そ
の
家
屋
（
住
宅
）
の
所
有
者
等
に
対

し
、
今
後
、
空
家
等
施
策
担
当
部
局
よ
り
特
定
空
家

等
と
し
て
勧
告
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る

が
、
賦
課
期
日
現
在
に
お
け
る
勧
告
の
効
力
の
有
無

が
住
宅
用
地
特
例
の
適
用
関
係
に
影
響
す
る
こ
と
か

ら
、
市
町
村
の
税
務
部
局
と
空
家
等
施
策
担
当
部
局

と
の
十
分
な
連
携
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も

併
せ
て
留
意
い
た
だ
き
た
い
。

通
知

「
空
家
法
の
施
行
に
伴
う
改
正
地
方
税
法
の
施

行
に
つ
い
て
」

平
成
27
年
５
月
26
日
総
税
固
第
41
号　

各
都
道
府
県
総
務
部
長
、

東
京
都
総
務
・
主
税
局
長
宛　

総
務
省
自
治
税
務
局
固
定
資
産

税
課
長
通
知

空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成

26
年
法
律
第
１
２
７
号
。
以
下
「
空
家
法
」
と
い
う
。）

の
施
行
に
伴
い
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
27
年
法
律
第
２
号
）
第
１
条
中
地
方
税
法
第

３
４
９
条
の
３
の
２
第
１
項
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第

17
条
第
３
項
の
規
定
が
、
平
成
27
年
５
月
26
日
か
ら
施

行
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
に
伴
い
、
地
方
税
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
２
２
６

号
）
第
３
４
９
条
の
３
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
住
宅

用
地
の
う
ち
、
賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
、
空
家
法
第

14
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
所
有
者
等
に
対
し
勧
告
が

さ
れ
た
同
法
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
特
定
空
家
等

の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
住

宅
用
地
に
対
す
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
課

税
標
準
の
特
例
（
以
下
「
住
宅
用
地
特
例
」
と
い
う
。）

の
適
用
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
の
で
、

適
切
に
対
応
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
下
記
事
項
に
ご
留

意
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
貴
都
道
府
県
内
の
市
区
町
村
に
対
し
て
も
、

こ
の
旨
を
ご
連
絡
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

な
お
、
本
通
知
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第

67
号
）
第
２
４
５
条
の
４
（
技
術
的
な
助
言
）
に
基
づ

く
も
の
で
す
。

記

１　

空
家
法
に
基
づ
く
勧
告
の
対
象
と
な
る
「
特
定
空

家
等
」
と
は
、「
そ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
倒
壊
等
著
し

く
保
安
上
危
険
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
状
態
又
は
著

し
く
衛
生
上
有
害
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
状
態
、
適

切
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
著
し
く

景
観
を
損
な
っ
て
い
る
状
態
そ
の
他
周
辺
の
生
活
環

境
の
保
全
を
図
る
た
め
に
放
置
す
る
こ
と
が
不
適
切

で
あ
る
状
態
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
空
家
等
を
い

う
。」（
空
家
法
第
２
条
第
２
項
）
も
の
で
あ
り
、
勧

告
が
さ
れ
た
特
定
空
家
等
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て

い
る
土
地
に
つ
い
て
住
宅
用
地
特
例
の
適
用
対
象
か

ら
除
外
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２　

賦
課
期
日
に
お
い
て
、
勧
告
に
基
づ
く
必
要
な
措

置
が
講
じ
ら
れ
た
場
合
等
に
は
、
住
宅
用
地
特
例
が

適
用
除
外
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
空
き
家
担
当
部
局

と
も
十
分
連
携
を
図
る
必
要
が
あ
る
。（
別
添
『「
特

定
空
家
等
に
対
す
る
措
置
」
に
関
す
る
適
切
な
実
施

を
図
る
た
め
に
必
要
な
指
針（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）』参
照
）

３　

特
定
空
家
等
と
し
て
勧
告
さ
れ
た
場
合
、
当
該
特

定
空
家
等
に
係
る
家
屋
に
つ
い
て
、
当
該
勧
告
の
内

容
を
踏
ま
え
、「
地
方
税
法
第
三
四
九
条
の
三
の
二
の

規
定
に
お
け
る
住
宅
用
地
の
認
定
に
つ
い
て
」（
平
成

９
年
４
月
１
日
自
治
固
第
13
号
）
中
、「
一　

住
宅
の

認
定
」
を
参
考
に
、
そ
の
現
況
を
十
分
確
認
す
る
こ

と
。
そ
の
際
、
当
該
家
屋
の
用
途
や
損
耗
状
況
等
に

つ
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
。

別
添　

略

）

（


